
第１１号様式（第２２条関係） 

児童クラブ入会申請書 
（提出日）   年  月  日 

（宛先） 

〒    －  

住  所                     

保 護 者 氏  名                           

電  話     （    ）     

携帯電話     （    ）    （父・母）  
                               （日中でも連絡可能な携帯番号を記入してください。） 

 

児童クラブへ入会したいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

（注）入会予定年度の４月時点の内容を記入してください。 

児 童 名

ふ り が な

 

 年齢 歳 生年月日        年   月   日 

 性別 男・女 小学校名等           小学校   年 

兄弟姉妹
の 申 込 あり ・ なし 入会希望 

期  間 
月   日 から    月   日まで 

（４月１日から３月３１日までの範囲で記入してください。） 

児童クラブへの 
入会が必要な理由 
（必ず記入してください。）

該当する□に、レ点を入れてください。 必要書類 

□就労している 就労証明書（第１３号様式） 

□疾病の状態である 
診断書等（写） 
（診断書は病名の他に子どもを養育できな
い期間や内容が記載されていること。） 

□障害を有している 障害者手帳等（写） 

□出産前８週間(多胎妊娠１４週間)、出産後８週間である 
母子健康手帳（写）又は妊娠届出書 
（母子健康手帳（写）は出産予定日が記載さ
れていること。） 

□親族等を介護・看護している 診断書又は介護保険証（写） 

□求職活動を開始して３か月以内にある 求職活動状況が確認できる書類等 

□虐待・ＤＶのおそれがある 別途、相談してください 

□就学している 
在学証明書及び時間割が分かる書
類等 

□その他→（理由：             ）  
 

同 意 書 
 

児童クラブへの申請・入会にあたり、次の各項目を確認の上、同意の署名をお願いします。 
 １ 提出書類の内容に虚偽があった場合は、入会決定を取り消すことがあります。 
 ２ 入会児童又はその保護者が、児童クラブの正常な運営に著しく支障をきたしたときは、退会となることがあります。 
 ３ 児童クラブの利用料を２月以上滞納したときは、退会となることがあります。 
 ４ 児童クラブの適切な管理運営のため、世帯の状況等を市関係部署に照会し、情報を確認することがあります。 
 ５ 市は児童クラブのサービスの平準化・統一化等を図るため、地区ごとに設置された地区運営委員会等による運営から、市

が選定した法人による運営へと移行を進めており、現在、地区による運営が行われているクラブであっても、来年度から法
人による運営へ移行する場合があります。この場合、本申請書、児童クラブ入会申請関係調書、児童クラブ入会申請書に添
付した必要書類（就労状況証明書、診断書、障害者手帳の写し、母子手帳の写し、妊娠届出書、介護保険証の写し、在学証
明書等）、利用料減免申請書、利用料減免申請書に添付した必要書類（児童扶養手当受給者証の写し等）については、市を経
由して移行先の法人に提供します。 

 
        年   月   日 

保護者氏名（署名）                

(注)この申請書には、児童クラブ入会申請関係調書（第１２号様式）及び上記に掲げる必要書類を添付してください。 
 


